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東京都千代田区霞が関 1丁目 1番1号

被 告

同代表者法務大臣

処分行政庁

•国

小泉龍司

岐阜北税務署長

北 ) r I 健 司

同指定代理人

主

1 原告の請求をいずれも棄却する。

20 2 訴訟費用は、第1事件及び第2事件を通じて、原告の負担とする。

事実及び理由

別紙指定代理人目録のとおり

文

第1 請求

1 第1事件

(1) 岐阜北税務署長が令和 3年3月2・2日付けでした、原告の令和2年6月

25 1日から同月 30日までの課税期間分の消費税額等及び地方消費税額等の更正処分

並びに加算税の賦課決定処分（岐北法第50 5 1号）のうち、還付すべき消費税額
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4 1 0-2万06 2 3円を超える部分及び還付すべき地方消費税の譲渡割額 11 5 6 

万96 8 4円を超える部分並びに重加算税賦課決定を取り消す。

(2) 岐阜北税務署長が令和3年3月22日付けでした、原告の令和 2年 7月

1日から同月 31日までの課税期間分の消費税額等及び地方消費税額等の更正処分

5 並びに加算税の賦課決定処分（岐北法第5052号）のうち、還付すべき消費税額

5 1 2 3万43 0 7円を超える部分及び還付すべき地方消費税の譲渡割額 1445

万05 4・5円を超える部分並びに重加算税賦課決定を取り消す。

2 第2事件' .'.. 

岐阜北税務署長が令和4年12月23日付けでした、原告の令和2&¥8.-F.l1日か

10 ら同月 31日までの課税期間の消費税及び地方消費税の更正の請求に対する更正を

すべき理由がない旨の通知処分（岐北法第56 5.2号）を取り消す。

• • 第2 事案の概要（以下において用いる略語は、別紙「略語一覧］のとおりとする。）

第1事件は、原告が、令和2年6月課税期間及び令和2年7月課税期間（本件各
.. ... ． 課税期間）において、日本国内で酒、化粧品等（本件各商品）の課税仕入れ（本件

16 各仕入れ）を行った上で、香港所在の事業者へ輸出販売を行う取引（本件香港取引）

をしたとして、消費税法30条 1項に基づき、本件香港取引に係る本件各仕入取引

金額に係る消費税等の額を課税標準に対する消費税等の額から控除して生じた不

足額につき、消費税等の還付を受けるための本件各雖定申告をし＇たところ、岐阜北

税務署長，（処分行政庁）から、本件各仕入れを行ったのは原告ではなく、本件各仕

20 入取引金額は原告の課税仕入れに係る支払対価の額とは認められないから、これに

係る消費税等の額を控除することはできないどして、本件各更正処分を受けるとと

もに、これに伴う本件各賦課決定処分を受けたことから、被告を相手として、本件 ・

各更正処分等（ただし、本件各更正処分につ、いては、確定申告額を超える部分）の

取消しを求める事案である。

25 第2事件アは、原告が、令和 2年8月課税期間における消費税等の確定申告につい

て、同期間中に行った本件香港取引に係る本件各仕入取引金額を原告の課税仕入れ
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に係る支払対価の額に計上していなかったとして、本件更正の請求をしたところ、

処分行政庁から、本件各仕入れを行ったのは原告ではなく、本件各仕：入取引金額は

原告の課税仕入れに係る支払対価の額とは認められないとして、更正をすべき理由

がない旨の本件通知処分を受けたことから、被告を相手として、本件通知処分の取

5 消しを求める事案である。

1 関係法令の定め

別紙「関係法令の定め］のとおりである。

2 前提事実（争いのない事実及び証拠等に・より容易に認められる事実。なお、

証拠を摘示する場合には、特に記載のない限り、枝番を含むものとする。）

10 (1) 当事者等

ア原告は、 を目

的として設立された法人であり、会社設立日から原告代表者が代表取締役を務めて

いる。．

• 原告は＇：平成 27年 10月21日、処分行政庁に対し、適用開始日を同年11月

15 ・1日として、課税期間を一月ごとの期間に短縮することを選択する旨の消費税課税

期間特例選択届出書を提出した。 （乙3)

ィ・氏は、本件各処分において自身が経営する法人グループが本件香港取

引を行ったと認定された者であり、本件各仕入先のうち'’l・・卜ひ-'並
びに・・・・・・まか5社を傘下とする持株会社の代表取締役を務める者であり、

20 - の実質的経営者である。（甲 1,2、14、乙15、17、.i 8)。
ゥー知、原告の知人であり、、旅行業等を目的とする一の代表

取締役を務めるものである。（乙21) 

(2) 本件香港取引の概要

本件香港取引は、日本国内で本件各仕入先から本件各商品を仕入れた上で、香港

25 に所在する事業者（本件各翰出販売先）に対して輸出販売をしたとする取引であり、

原告代表者及び・氏は、原告が、消費税等の確定申告において、本件各仕入取引金



額に係る消費税等の額を課税標準に対する消費税等の額から控除して申告し、これ

によって受けることができる消費税等の還付金等の本件香港取引によって獲得され

る利益の額を、一が70%、'’’卜び原告がそれぞれ 1-5％の割合で配

分するという内容の約束（本件利益分配合意）を していた。

6 (3) 本件香港取引に係る原告の経理処理

ア 原告は、本件各商品の仕入代金について、・'紅らから電子メール等によ

り受領した本件各請求書に基づいて、別表 1-1（令和2年6月分）い 1-2（同年

7月分）及び1-3  （同年8月分）の各「商品仕入高」欄のとおり、＊件元帳に計

15 

上していた。

10 イ（ガ 原告は、本件各仕入れに係る前渡金又は買掛金の決済として、以下の

とおり本件預金口座から引き出した現金により支払つた旨を本件元帳に記載した。

令和2年5月26日 200万円前渡金．

同月29日 ．．7 5 0万円 前渡金

同年6月12日 1 3 6 0万円 買掛金

同月 17日 5800万円 買掛金

同年7月 2日 4 2・0 O万円 買掛金

（イ） 原告は、本件各仕入れに係る買掛金の決済として、以下のとおり本件

ロ座から振込みにより支払った旨を本件元帳に記載した。

令和2年7月10日 3 5・0 3万.33 3 O円

20 同月 17日 700万円

同月 22日 2 0 0 0万円

同月 29日 1 0 0 0万円

同年8月 7日 2000万円

同月 19日 2000万円

25 （り） 本件元帳には、令和 2年 6月から同年8月までの本件各仕入れに係

る買掛金として、合計14億 20 3 3万86 7 4円 （内訳f'i- 4{:t7 2 2 8 
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万76 5 0円、 2億03.2 8 

0円、一l億20.2 9万60 4 7円）が計上されており、同月 31日時点

の当該買掛金の残高は、上記買掛金合計 14億20 3 3万8674円から上記（ア）

5 及び（イ）のとおり前渡金又は買掛金の支払として計上された合計 2億 351 3万3

330円を差し引いた合計 11億8520万5"3 4 4円であり、令和3年8月31

日時点においても、同額が買掛金（未払金・未払費用）の残高として計上されてい

た6•

ウ 原告は、本件各商品の輸出売上代金について、'’いらから電子メール等

10 により受領した本件各輸出関係書類に基づいて、別表2-1 （令和 2年 6月分）、 2

-2．（同年 7月分）及び2-3（同年8月分）のとおり、本件元帳に計上していたc

本件預金口座には、令和2年6月17日に 2300万円及び2・31 0万円が、同

年7月2日に42・0 0万円の現金がそれぞれ入金され、原告は、これらの合計88 

91 0万円の入金を一からの売掛金の決済として本件元帳に記載した。

15 エ 原告は、本件利益分配合意に基づき、本件香港取引に係るコンサルタン

ト料（本件支払手数料）として、~別表1

-1、1-2及び1-3の各「支払手数料」欄のとおり、本件元帳に計上した。

オ 原告は、本件香港取引に係る国内配送費及び請求書発行手数料（本件発

送配達費）として、一及び一名義の原告宛の請求

2o 書に基づいて、別表 1-2及び1-3の 「発送配達費」欄のとおり、本件元帳に計

1:した。

(4) 原告による確定申告

ア 原告は、法定申告期限内である令和2年8月31日＇、処分行政庁に対し、

令和2年6月課税期間に係る消費税等について、免税売上額として、令和2年6月

25 分の本件各翰出金額4億 49 ・2 6万35 2 2円を含む輸出売上高の合計額4億 8

785万6548円を記載するとともに、課税仕入れに係る支払対価の額の税率7.
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8％適用分として同月分の本件各仕入取引金額5億33 3 1万96 1 1円を含む5

億91 -g 5万2968円を記載し、控除対象仕入税額を算出するなどして、消費税

等の還付税額を 52 5 9万03 07円とする旨の確定申告をした。

イ 原告は、法定申告期限内である令和2年9月29日、処分行・政庁に対し、

5 令和2年7月課税期間に係る消費税等について、免税売上額として、令和2年7月

分の本件各輸出金額6億92 2 3万62 7 5円を含む輸出売上高の合計額7億 14

9 2万6327円を記載するとともに、課税仕入れに係る支払対価の額の税額 7.

8％適用分として同月分の本件各仕入取引金額7億0423万09 7 1円を含む7

億40 0 1万08 8 1円を記載し、控除対象仕入税額を算出するなどして、消費税

10 等の還付税額を 65 6 8万48 5 ・2円とする旨の確定申告をした。

ウ 原告は、法定申告期限内である令和2年10月29日、処分行政庁に対

し、令和 2年8月課税期間に係る消費税等について、免税売上額として令和 2年8

月分の本件各輸出金額を含まない 230万2・76 6円を記載するとともに、課税仕

入れに係る支払対価の額の税率7. 8％適用分として同月分の本件各仕入取引金額

＂ を含まない 19 9 6万89 2.7円を記載し、控除対象仕入税額を算出するなどして、
消費税等の還付税額を 107万35 6 9円とする旨の確定申告をした。

(5) 本件各処分及び本件訴訟に至る経緯等

ア 処分行政庁は、．職員による調査に基づき、令和3年 3月22日付けで原

告に対し、本件香港取引は原告ではなく~が経営する法人グループが行った取引

20 であり、本件各仕入れを行ったのは原告ではないから、令和2年6月分及び7月分

の本件各仕入取引金額は原告の課税仕入れに係る支払対価の額とは認められないと

して、別表3、-1及び3-2の「本件各更正処分等」棚記載のとおり、本件各更正

処分をするとともに、本件元帳への虚偽記載という仮装又は隠蔽の事実が認められ

たとして、重加算税を賦課する本件各賦課決定処分をした（本件各更正処分等）。

25 （甲 1、2)
イ 原告は、令和 3年4月26日、国税不服審判所長に対し、本件各更正処
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・20 

分等の全部取消しを求めて、審査請求をした。 （乙11) 

． ウ 国税不服審判所長は、令和4年4月21日付けで、原告に対し、前記イ

の審査請求をいずれも棄却する旨の裁決をした。 （甲3)

工 原告は、令和4年9月3日、第1事件を提起した。

5 オ 原告は、令和4年9月21日、処分行政庁に対し、令和2年8月課税期

間に係る消費税等について、•本件香港取引に係る令和 2 年 8 月分の本件各仕入取引

金額を原告の課税仕入れに係る支払対価の額に計上していなかったとして、 、別表3

-3の「更正の諸求」欄記載のとおりにすべき旨の本件更正の請求をした。 （甲1

3、乙 54)

10 カ 処分行政庁は、令和4年12月23日付けで、原告に対し、上記アと同

様の理由により、本件更正の請求に対して更正をすべき理由がない旨の本件通知処

分をした。 （甲・14) 

キ 原告は、令和 5年2月 20日付けで、国税不服審判所長に対し、本件通

知処分の全部取消しを求めて、審査請求をした。 （甲 16) 

15 ク原告は、上記審査請求がされた日の翌日から起算して3月を経過しても

裁決がなかったことから、令和5年7月22日＇．、第2事件を提起した。

ヶ 国税不服審判所長は、令和6年1月17日付けで、原告に対し、前記キ

の審査請求を棄却する旨の裁決をした。 （乙 6.l)

3 本件各更正処分等に係る課税の根拠及び計算

被告が主張する本件各更正処分等に係る課税の根拠及び計算は、別紙「被告が主

張する本件各更正処分等に係る課税の根拠及び計算」のとおりであり、原告は、後

記4において争点となつている点を除き、 これを争うことを明らかにしない。

4 争点及びこれに関する当事者の主張

(l) 本件香港取引に係る本件各仕入取引金額が原告の「課税仕入れに係る支

四 払対価の額J（消費税法30条1項）に該当するか（本件香港取引の主体は原告か）。

（争点 1)
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・（被告の主張）

本件各仕入れは規模の大きい取引であるにもかかわらず、原告と本件各仕入先と

の間では契約書が作成されておらず、本件各請求書4,氏らが作成した虚偽の請求
書であり、代金の支払についても、原告は本件各仕入先から領収書等を受領してい

5 ないから、本件元帳に前渡金又は買掛金の決済として計上した支払が本件各仕入れ

の代金支払であることは確認できず、これらの金員の送金、移動は、'’氏の指示に

従って行ったものであり、 I0億円を超える買掛金も未だ支払っていないなどの事

情からすると、原告が本件各商品を仕入れていたとはいえない。

本件各輸出売上げについても、原告と売上先である--との間では契約書が

10 作成されておらず、本件各輸出販売に係る合意があったとは認められない。また、

本件各商品の合計童量と本件各輸出インポイスに記載された総重最との間には合

理的に説明のつかない重量差が存在し、本件各商品が本件各輸出インボイスに即し

て輸出されたとはいえないから、原告が本件各商品の輸出管理を適正に行っていた

とはいえず、本件各輸出販売の売上代金の受領を示す領収書等の発行もなく、・原告

15 が受領したと主張する本件各商品の売上代金のほとんどが■氏らから振り込まれて
おり、原告が長期にわたり10億円を超える売掛金の回収をしていないことなどか

らすれば、原告が同売上代金を受領したとはいえず、原告が、本件各輸出売上げの

売上先に、本件各商品を輸出販売していたとはいえない。

そして、本件各仕入れ及び本件各輸出販売に係る取引の内容の決定や各手続、本

20 件各輸出関係書類の作成等、取引に係ることは全て＇l氏らが行っており、・原告が上
記決定や各手続を行っていなかったこと、・ドが、税務調査において、本件香港取

引は原告の取引ではない旨供述していること、本件香港取引で得られる原告の利益

が全体の 15％のみと決められていたことといった事情からすると、本・件香港取引

は、 ・1氏らが自ら本件各商品を調達して、•これらを直接輸出により販売した取引で

25 あり、原告は、＇卜らの取引に名義を提供し、また、 1氏らの取引を実現して消費
税等の還付金の一部を利益として獲得するために、＇l氏らの指示を受けて資金を移
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動させたり融通したりしていたにすぎないというべきであり、原告と本件各仕入先

や本件各輸出販売先との間に本件各商品の売買契約があったと認める ことはできな

Vヽ。・

したがって、原告は、本件各仕入れにより本件各商品を譲り受けた事業者ではな

5 く、また、本件香港取引に関連する役務の提供についても原告に対するものとはい

えず、本件香港取引が、原告の消費税等の課税仕入れに該当するとは認められない

から、本件各仕入取引金額は、いずれも原告の課税仕入れに係る支払対価の額に該

当しない。・

（原告の主張）

l。 本件香港取引は、原告が自らの資金により、自ら本件各仕入れを行い、自ら香港
に本件各商品を輸出したというごく普通の輸出貿易取引にすぎない。すなわち、本

件各請求書は原告に宛てて発行され、、支払済みの本件各仕入れに係る代金は原告が

支払い、本件元帳に当該仕入代金が記載されていること、原告が輸出許可を得て、

本件各輸出販売において、・原告名義の本件各輸出関係書類を発行し、代金を回収し

15 ていることが認められ、このように、取引に関連する重要な書類が全て原告名義又

は宛先として発行され、本件各仕入れ代金を原告自らが支払い、本件各輸出販売に

係る代金を原告自らが受領するなど、本件香港取引から生ずる債権債務関係が全て

原告に帰属していることは、本件香港取引の主体が原告であることを示す重要な事

実であり、原告と＇卜の間での利益分配の割合も何ら不自然ではな<、 l,|氏らが取
20 引主体であることを裏付ける証拠は存在しないから、取引主体は原告であるという

べきである。

取引において原告が果たした役割をみても、複数の関係者が関与する大規模な輸

出取引においては、役割分担として販売先への対応や実際の輸出手続等を売主以外

の第三者が行うことも珍しくないところ、本件香港取引においては、原告が取引の

25 枠を設定し、その範囲内で1氏が、いわばコンサルタントのような役割として、仕
入先や販売先の手配、仕入先に対する仕入代金の支払、販売先に対す、る売掛金の回

，
 



収、実際の出荷作業や輸出手続を行うこととなっており、原告は、商流自体は＇氏

が提供したものであったために、貿易業界の慣行として本件各仕入先や本件各輸出

販売先への直接の連絡を差し控えたにすぎない。そして、原告は、上記役割分担に

応じて、取引状況の管理として、実際の出荷作業や出荷状況を確認し、本件各商品

5 の在庫状況を逐一確認して商品管理をし、1氏を通じて本件各請求書及び本件各輸
出インボイスを確認し、取引金額の管理として、月ごとの原告の資金~り状況に照

らして輸出可能な限度額を設定し、1氏に売掛金の回収を度々求めるなど、取引主
体として積極的に取引に関与し、必要十分な範囲でその責任を全うしており、また、

上記取引状況に不適切な点があった場合に、取引を中止、変更するという取引の決

1o 定権限は原告にあったものである。

16 

したがって、本件香港取引に係る本件各仕入取引金額は、原告の課税仕入れに係

る支払対価の額に該当し、本件各課税期間及び令和2年 8月課税期間における消費

税額から課税仕入れに係る消費税額を控除すべきであるにもかかわらず、これをし

ないままされた本件各処分は税額計算に誤りがあり違法である。

(2) 原告が事実の仮装（国税通則法68条1項）をしたか。（争点 2)

（被告の主張）

原告が、＇卜らから本件各商品を購入したかのような外形を呈する虚偽の本件各

請求書を受領した上で、同請求書に基づき、本件各仕入取引金額を本件元帳の「5

2 1 1商品仕入高」科目に記載するなどし、原告が本件各商品を仕入れた事実があ

20 るかのような虚偽の外形を作出したことは、事実の仮装に該当し、かかる行為を自

ら行っている原告には事実を仮装することの認識．、．すなわち故意があったことも明

らかである。．

（原告の主張）

上記(1)のとおり本件香港取引の主体は原告であるから、本件元帳への記載が事

25 実の仮装に該当することはあり得ない。

第3 当裁判所の判断

10 



1 争点 1 （本件香港取引に係る本件各仕入取引金額が原告の頃果税仕入れに係

る支払対価の額」（消費税法30条1項）に該当するか（本件香港取引の主体は原告

か）。）について

'(1) 認定事実

5 前提事実：後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認められる。

ア原告代表者は、令和2年春頃、 ・・・r経営者である一氏から、
＇が計画する取引への関与を持ち掛けられ、これに応じることとした。 （甲21 • 

2頁、原告代表者本人・ 1~2、2.2~2 3頁）

I氏の計画は、本邦内において本件各商品を仕入れ、 これを輸出販売し、消費税
10 等の還付を受けて、これを利益として分配するというものであり、1氏と原告代表
者は、原告の名において、本件各商品の仕入れ、輸出販売を行う一方、仕入先及び

輸出販売先の選定、仕入先に対する仕入代金の支払、輸出販売先に対する売掛金の

回収、実際の出荷作業や輸出手続は、全て1氏が行い、取引で生じる利益（消費税
等の還付金）を、 が•70% 、 び原告がそれぞれ15％の割合で

n 配分するという内容の本件利益分配合意をしたC （前提事実（2)、乙16、原告代表

者本人・•5、10~  1. 1、2.9、31、4I~43頁）

原告は、実際の本件香港取引において、本件各商品の選定や取引量の決定は全て

I氏に任せており、・原告が事前にこれらを決定したことはなく、1氏から伝えられ
た取引について事後的にもその停止を要請、決定じたことはなかった。（原告代表者

20 本人・ 29~3 2頁）

ィ＇又は一の担当者は、令和 2年6月5日頃から本件各仕入

先を発行者とする請求書データ、本件各輸出関係書類及びこれに対応する本件各請

求書のデータを、原告代表者に送付し、原告の経理担当者は、原告代表者から示さ

れたデータによって、前提事実(3)のとおりの経理処理を行ったC （乙27、34・

25 2 7、37、78、79、10 1、10 2、11 0、111、1l 5.、12 2、1

34頁、乙 53)。

11 



ウ 本件各仕入れに係る代金支払に関する原告イ心表者と1氏との主なやり
取りは以下のとおりである。

の 1年、令和 2年6月5日、原告代表者に対し、「今日私たちは最初
の輸出を終えます。」とした上で、1氏が、外国送金がされた口座から現金を出して

5 原告代表者に渡すので、それを口座に入金してから送金するように依頼するメッセ

ージを送信し、原告代表者が、「あなたに送金するんだよね？」と返信したのに対し、

1恥、送金先は仕入先であり、1氏が原告代表者に現金を送金してから、原告代
表者が送金するように依頼するメッセージを送信した。（乙34・22、24頁、原

告代表者本人~ 3 8頁）

JO (イ)1邸、令和2年6月9日、原告代表者に対し、明日東京から現金を
受け取りに人を遣わすので23 8 9万円の現金を準備すること、残りのお金は明日

振り込むか現金で支払うことを伝えるメッセージを送信し、原告代表者は、同日頃、

I氏の指示した人物（女性）に対し、本件預金口座から引き出した金銭を含めて 2
310万円を現金で交付した。（甲 4の1、乙 28 • 1 O~1 1頁、乙 34 • 4 4頁、

15 乙36.2枚目、原告代表者本人・ 45頁）

(り)1紐、令和2年6月16日、原告代表者に対し、 5800万円を後
で送るので 1日預金して明日引き出すこと、帳簿に記入すること、もし預けないな

ら税理士にこういう形で操作していると説明することなどを伝えるメッセージを送

信し、同月 17日、原告代表者から、今日お金を取りに来る者に具体的にいくら渡

20 せばいいのか聞かれると、 58 o. 0万を渡すように伝えるメッセージを送信した。

（乙34.、53~5 9頁）

同日、本件預金口座に合計46 i 0万円が入金され、原告代表者は、同日、 58 

00万円を引出し、原告事務所において、・氏の指示した人物（男性） 1に同額を現

金で交付した。・（乙28. 1 1 ~i 2 頁、乙 36•3 枚目、原告代表者本入・ 1 4~ 

勾 15、47~48頁）

（エ） ．氏は、令和2年8月6日及び同月 7日、原告代表者に対し、 500

12 



0から 6000万円を用意してほしい旨を伝えるメッセージを送信し、原告代表者

は、同日、1氏が指定しt..の口座に2000万円を振込送金した。（乙 28 • 
1 5頁、乙 34 • .i 5 0~1 5 2頁、原告代表者本人・ 15~16頁）。

の ■氏は、令和2年8月 18日及び同月 19日、原告代表者に対し、先
5 方がお金を受け取りに来るので3480万円を用意してほしいが、無理なら2.・00 

0万円でもいい旨を伝えるメッセージを送信し、原告代表者は、同日、 2 0 0 0万

円を の口座に振込送金した。（乙28.・ 1 5頁、乙3.4 • J. 6 5~1 6 7 

頁、原告代表者本人・ 1・6~1 7頁）：

工 原告は、令和2年9月4日から令和3年7月5日までの間に、本件預金

10 口座への 17件の外国送金又は振込送金により合計1億05 7 9万230 0円を受

領し、これらを本件各輸出販売の売掛金の受領として本件元帳に記載しているが、

その振込送金のうち 11 件に1,~ 2件は'’~せら振込送金され
たものである。（乙 30、31) 

本件元帳によれば、令和5年8月31日時点において、＇本件各仕入先に対して合

15 計 11億8000万円以上の買掛金が未払の状況（乙60.4枚目）、本件各輸出販

売先に対して合計11億900 0万円以上の売掛金が未収の状況（乙60 • 2枚目）

であったが、原告は、本件各仕入先から仕入代金に係る請求を受けたり、買掛金の

一部の弁済をしたり、本件各輸出販売先に対して売掛金の支払請求をするなどの直

接的なやり取りはほとんどなく、・脈に売掛金回収を催促する程度であった。（乙6

20 0 ~ 2、4枚目、原告代表者本人・ 5、17~1.8、33、40~41、48頁）

オ 本件各輸出販売先の一つであ4,・'・,tま、令和2年4月12日、．
との間で、同年5月1日から令和 3年4月30日までを契約期間とする本

件各商品の売買に係る基本契約を締結し、-'から本件各商品を仕入れて

いた会社である。また、本件各仕入先のうち、一 i4・氏が、'_,±I
25 -の代表取締役又は取締役であった|~§それぞれ代表取締役を務める会

社、一は、・氏の指示で設立された会社である。また‘----につ

13 



． ． 

，． 

いては、その本店所在地に係る登記建物を上記・・lが当時所有し、本：件各請求書の

電話番号には一の社用番号が記載され‘|·’’l~登
記上の本店所在地に事業所が存在せず、確定申告もしておらず、一の設立時

からの代表取締役は中国在住で、来日したことはなく、取締役として登記されてい

5 る人物は、平成29 年 5 月頃以降、同社の業務に従事したことがない。・ （＇~こ

つき乙 2o・、 につき乙22、38、39、62、 につき乙23、

4 0 • 1~ 2枚目、-につき甲 4の4、乙 24、41、42、'’’’’

・こつき甲4の2、乙 15、43、一につき甲 4の2.4、乙 26、45、

4'6・ • 3枚目、乙62) 

10 -を含り1氏の選定した本件各仕入先及び本件各輸出販売先は、原告代．
表者が全く知らない会社であったが、原告が、 これらの会社の信用調査を自ら行う

• ことはなく、原告と本件各仕入先及び本件各輸出販売先との間の契約書は作成され

。 ていない。（原告代表者本人・ 24、33、41~4 3頁）

力 原告代表者は、令和2年10月14日、税務調査において、 ■氏に言わ
15 れるがままに取引をしているため具体的な内容はよく分からない、本件各仕入れ及

び本件各輸出販売に係る資料も1氏が用意したものを処理しているだけである、実
際に本件各商品が動いているかも取引当初の 1、2回を除いて確認していない旨述

べた。．（乙35 • 3枚旬

・年、令和3年1月15日、税務調査において、原告には名前を借りているだ

20 けであり、投資してもらっているみたいなものである、本件各仕入先及び本件各輸

出販売先との交渉や取引における各決定、通関手続、インボイス等の書類の作成等、

取引に関わることは全て・氏の経営する法人グループで行っているため、原告の取

引ではなく、原告は取引のこ．とを全く知らない旨述べた。（乙16 • 2枚目）

(2) 以上の事実関係を踏まえて、本件香港取引の主体が原告かどうかについ

25 て検討する。 ． ． 

ア 本件香港取引における原告及び・民の役割について

14 



本件香港取引における主要な業務は全て1氏が行っており、原告が事前に取引内
容や取引量を決定することや事後、的に取引内容を精査して取引の停止を要請、決定

することはなかったほか、本件各請求書や本件各輸出関係資料も■氏らから原告に
一方的に送付され、原告はこれらに従って本件元帳への記載をしていたにすぎず、

6 本件各仕入れに係る代金の支払についても、基本的には・氏らから入金される金銭

を1氏の指示する人物に現金で交付したり、指定の．口座に振込送金するもので、原
告は当該金銭を1氏の指示するままに移動させていたにすぎないといえ、その他、
原告が本件香港取引に主体的に関与していたことをうかがわせる事情は認められな

vヽ。

3” 

10 イ 本件各仕入れ及び本件各輸出販売の実態について

原告は、本件香港取引が1.0億円を超える大規模な取引であるにもかかわらず｀

初めて取引をする本件各仕入先及び本件各輸出販売先との間で契約書を締結するこ

とや代金支払に係る領収書を発行することもなく、かつ、本件香港取引により 10 

億円以上の売掛金及び買掛金が生じているにもかかわらず、本件各仕入先から買掛

15 金の請求を受けることもなく、本件各輸出販売先に対して売掛金の回収を積極的に

行っていないなど、取引の主体であれば当然すべき行動をとっていなかったものと

いえる。

ウ 本件香港取引に係る利益の分配について 1

前提事実(2)のとおり」原告ぱ■氏との間で、本件香港取引に関して本件利益分，
20 配合意をしているとこ疇ろ、仮に本件香港取引の主体が原告であり、同取引により生

じる買掛金債務を負い、売掛金が未回収となる リスクや消費税の還付が受けられな

いリ スクを負担していたというのであれば、同取引により得られる利益についても

原告が収受するのが本来であるにもかかわらず、本件利益分配合意においては利益

の7_0％を・氏が収受する取決めになっており、当該事情はむしろ■氏がこれらの
25 リスクを負担していたことをうかがわせるものといえる。．

工 税務調査における原告代表者及び■氏の供述について
I5 
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税務調査における原告代表者及び＇の供述は、上記（ 1）アからオまでの認定事

実とも合致するほか、・ドに対する調査の際には日本人の税理士らも立ち会ってお

り （乙 16、58)、両名が自身に不利な供述をする動機や利益もなく、供述も相互

に整合し、その他に供述内容に疑義が生じることをうかがわせる事情もないことか

5 らすれば、その内容を信用できるというべきであり、これらによれば、原告代表者

及び・豆、本件香港取引の主体は原告ではなく・ドらであると認識してし、たもの

と認められる。

オ 以上のような、本件香港取引における原告及び・氏の役割、本件各仕入

れ及び本件各輸出販売の実態、本件利益分配合意の内容、原告代表者及び~の認

lO 識等に照らせば、本件香港取引ば■氏らが自ら取引主体として行ったものであり、
原告は、消費税等の還付金の一部を利益として獲得するために1氏らの取引に名義

• 9...  • ·.・ を提供し、・氏の指示を受けて行動していたにすぎないといわざるを得ず、本件香．．． ．． ... •·- . ．．．．． .... ． ．． 
港取引の主体が原告であったと認めることはできない。

(3)ー原告の主張について

15 ア 原告は、本件各請求書や本件各輸出関係書類など取引に関連する重要な

書類が全て原告名義又は宛先として発行されていること、本件各仕入れに係る代金

を原告自らが支払い、本件各輸出販売に係る1-t金を原告自らが受領していることは、
本件香港取引の主体が原告であることを示す重要な事実である旨主張する。

しかしながら、上記認定事実によれば、本件各仕入先は 2社を除き、~の支配

20 下にあったものであり、本件各請求書及び本件各輸出関係書類は・にがその内容を

自由に決定して作成できたものといえ、残る 2社についても、これらの会社に本件

各商品を販売する事業を営む実体があるとは認められない。

これに加え、本件香港取引においては、・-しも流通価格 1本当たり 5万5

000円のスパークリングワインを約20倍の 10 5万円で、 6回にわたり 35 0 

25 本（仕入価格合計3億6750万円）を仕入れており （甲4の1、4の5、4の8、

4の13、4の1.4、4の51、乙47、48. 2枚目、乙49)、原告代表者や原
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告の経理担当者も不審に感じるなど（乙34・61、62頁、乙53)、仕入価格が

正常な取引価格か，ら逸脱したものであること、一部の輸出取引をみても、本件各輸

出インボイスに記載された商品の合計重量と製造者が作成した商品重量に基づいて

算出した合計重量に 17 3 k gから3.91.kgの相違があり（乙 51) .~ 誤差の範晦

6 を超えていること、上記(2)イのとおり、これらの取引を裏付ける契約書や領収書等

の客観的証拠もないことからすれば、本件各仕入先の名義で発行された取引関係書

類や本件各輸出関係書類が、現実の取引に即して作成されたと認めることはできな

lt:、0

． 
....... 雫

さらに、本件各仕入に係る買掛金の支払や本件各輸出販売に係る売掛金の受領に

)0 ついても、本件元帳上の本件各仕入と買掛金の支払に明らかな対応関係が認められ

るのは、令和2年6月9日の一からのシャンパンの仕入れ（甲 4の1) に対

し、同年5月26日から同年6月1.2日にかけて同社に合計 23 1 0万円を現金で
• ̀  ．． ...... 支払い（上記（1)ウ（イ））、令和 2年 6月24日の からのシャンパンの仕
● ●讐

• • ．．． 入れ（甲 4の14)に対し、同月 17且に同社に 5800万円を現金で支払った（上
l('i 記(1)ウ（り））という一部の取引にとどまり、その大半については、本件各商品の仕

入れ又は輸出販売と、買掛金の支払又は売掛金の入金との対応関係、支払期日の約

定との関係が明らかではなく、継続的な仕入れや輸出販売の代金決済としては不自

然であり、これが原告と本件各仕入先及び本件各輸出販売先との取引の存在を裏付

けるものとはいえない。

20 したがって、当該事実をもって取引主体が原告であることを示す事情どいうこと

はできず、原告の主張を採用することはできない。

イ また、原告は、本件香港取引における役割分担は、原告が取引の枠を設

定し、その範囲内て・ドがいわばコンサルタントのような役割として関与するもの

であり、原告は、貿易業界の慣習に従い、■氏の商流である本件各仕入先及び本件
25 各輸出販売先に対する連絡を控える一方で、・実際の出荷作業や出荷状況を確認し、

本件各商品の在庫状況を逐一確認して商品管理をし、・ドを通じて本件各請求書及

17 
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．
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び本件各輸出インボイスを確認し、~など、取引主

体として果たすべき役割を果たし、積極的に取引に関与していた旨主張し、これに

沿う供述をする。

しかしながら、原告が主張するように、自らの資金で行う取引について、社外の

5 人物に裁量を与え、仕入れや輸出販売に係る業務一切を委託することがあるとして

も、原告は、本件各仕入先及び本件各輸出販売先のみならず、'’氏についても、以

前に取引をした経験のない相手であったにもかかわらず、出荷状況等について、取

引開始当初に 1、2回写真や動画で確認したにすぎず （乙34. 3・3~3 5、61 

~6  3頁、・乙35 • 9枚目・＿、原告代表者本人・ 6、26~27頁）、本イ牛各諸求書及

JO び本件各輸出関係書類についても、1氏らから送付された書類の数やバーコード、．．
金額に相違がないかを事後的に確認していたのみであり（原告代表者'.2fi:A • 6頁｝、

売掛金の回収も本件訴え提起後に国際EMSで一苑てに請求書を送付した

（甲22、2・3)ほかは、自身で本件各輸出販売先に請求することも行わず、1氏
にも、売上金の分配割合を上げることを求めた以外には、売掛金の回収を催促した

u と述べるにとどまつており（原告代表者本人・ 10~1 1 ~ 1・-8、41頁）、これら

によれば、原告は、自らの資金で行われる取引の主体として当然に行うであろう関

与もしていないというべきである。

また、そもそも、本件各仕入先への支払は、上記(2)アのとおり、 ・Kの指示に従
って、基本的に・氏から交付を受けた金銭をもって行われており、 仮に、原告が本

20 件各仕入先に交付した金銭に原告自身の資金が含まれるとしても 、~と原告とは、

互いに資金を融通し合う間柄であったと認められ（乙34・2~7、20~2 1、

6・5~6 6、150頁等）、本件元帳において、本件各輸出販売先からの売掛金の支

払として処理されているものの大半が、・にの関連会社である一＇、モら振

込送金されたものであることにも照らせば、 一本件香港取引に関し、原告が自らの責

25 任において本件各仕入先に支払を行ったと認めることはできない。

したがって、原告主張の取引慣行があり得ることを前提としたとしても、本件香

18 



上 、ゞ

港取引が原告の取引であったと認めることはできず、原告の主張を拐匂甘する ことは

できない。

(4) 小括

以上によれば、本件香港取引の主体が原告であったと詔めることはできず、原告

5 の本件香港取引に係る本件各仕入取引金額は、・「課税仕入れに係る支払対価の額」

（消費税法30条1項）に該当するとはいえない。

2‘争点2 （原告が事実の仮装（国税通則法68条1項）をしたか』について

国税通則法68条1項にいう事実の仮装とは、存在しない課税要件事実が存在す

るかのように見せかけることをいうものと解されるところ、前記 1のとおり、原告

10 は、本件香港取引の主体ではなく、本件各仕入れや本件各輸出販売をしたものでは

ないにもかかわらず、＇l足らから本件各請求書を受領した上で、これに基づいて本
件各仕入取引金額を本件元帳に計上したものである（前提事実（3）)。これは、その

ような事実が存在しないのにもかかわらず、原告が国内において本件各商品の課税

仕入れを行ったかのように見せかけたものといえるから、事実の仮装に当たり、ま

15 た、前記 1(2)エのとおり、原告は、自身が本件香港取引の主体ではなく本件各仕入

れをしたものではないことを認識していたと認められるから、 ・事実の仮装について

の故意があったことも認められる。

3 • 本件各処分の適法性について

(1) 本`件各更正処分等

2。 前記1のとおり、本件各仕入取引金額は原告の「課税仕入れに係る支払対価の額J

に当たらないから、これを前提に計算すると、本件各課税期間における消費税等の

還付税額は、別紙「被告が主張する本件各更正処分等に係る課税の根拠及び計算J

1記載のとおりとなり、また、前記2のとおり、原告は国税通則法68条1項に規

定する重加算税の賦課に係る要件を満たすところ、本件各賦課決定処分に係る重加

25 算税の額は、同別紙2記載のとおりとなり、いずれも本件各更正処分等における税

額と同額となる。

19 



(2) 本件通知処分

原告は令和2年 8月課税期間に係る確定申告書に記載された事実（前提事実(4)

ウ）が真実と異なることを主張立証すべきところ、前記1のとおり、原告は本件香

港取引の主体ではなく、 •本件各仕入れや本件各輸出販売をしたものではなく、同月

5 分の本件各仕入取引金額を原告の課税仕入れに係る支払対価の額に計上することは

できないから、同期間に係る確定申告書における控除対象仕入税額に誤りがあると

は認められず、ほかに同確定申告書記載の事実が真実と異なることをうかがわせる

具体的な事情があるともいえない。

(3) したがって、本件各処分はいずれも適法である。

l。第4 結輪
以上によれば、原告の請求はいずれも理由がないから、これらを棄却することと

し、主文のとおり判決する。

名古屋地方裁判所民事第9部

15 裁判長裁判官 姻 持
.
9
 亮

裁判官 小 野 啓 介

20 

裁判官磯部幸恵は、転補のため署名押印することができない。

25 裁判長裁判官 姻 持 亮
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（別紙）

今尾貴子 清水俊和

指定代理人目録

宮嶋淳 片岡美穂 水谷和正

以上

5
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（別紙）

略語一覧

・香港 中華人民共和国香港特別行政区

5 • ■氏 一・・氏ら ■又は~が経営する法人

・一
’● 

10 •一
． 
． 
•本件各仕入先 --

15 •一

•一｀
ーの代表取締である

・一 ・

•本件各輸出販売先 ＇~を含む本件各輸出販売先の香港の事業者

20 ・消費税等 消費税及び地方消費税

25 

•本件各商品

•本件各仕入れ

•本件各輸出販売

•本件香港取引

酒や化粧品等

本件各商品に関する各仕入取引

本件各商品に関する各輸出販売

原告が本件各確定申告及び本件更正の請求において申告し

た、日本国内で本件各仕入先から本件各商品を仕入れた上

で、香港所在の本件各輸出販売先へ輸出販売したとする取

22 



引

•本件利益分配合意 本件香港取引によって獲得される利益の額を、

が70%、-及び原告がそれぞれ15％の割合で配分

するという内容の原告代表者及び・氏間の合意

5 •本件各請求書 本件香港取引に係る請求書あるいは請求書兼領詞渭『．

•本件各輸出インポイス 本件各輸出販売の売上げに係るインボイス

•本件各輸出関係書類 本件香港取引に係る輸出許可通知書及び本件~輸出インボ

イス

•本件各輸出金額 本件各輸出販売に係る売上高

10 ヽ本件支払手数料 本件香港取引に係る一及び に対する コンサ

ルタント料

•本件発送配達費 本件香港取引に係る国内配送費及び請求書発行手数料の額

•本件各仕入取引金額 本件各仕入れに係る商品仕入高、本件支払手~料及び本件

発送配達費

15 •本件預金口座 原告名義の.銀行.技店の普通預金口座（口座番号1

20 

一
•本件元帳 ― 原告の令和元年9月1日から令和2年8月31日までの事

業年度の総勘定元帳

・令和2年6月課税期間 令和 2年6月1日から同月 3・0日までの課税期間

・令和2年7月課税期間 令和2年7月1日から同月 31日までの課税期間

・令和2年8月課税期間 令和 2年8月1日から同月 31日までの課税期間

•本件各課税期間 令和2年6月課税期間及び令和 2年7月課税期間

•本件各確定申告 原告の処分行政庁に対する本件各課税期間の消費税等の還

付を求める旨の確定申告

25 •本件各更正処分 処分行政庁が令和 3年3月22日付けで原告に対してした

本件各課税期間の消費税等の各更正処分

23 



10 

•本件各賦課決定処分処分行政庁が令和 3 年3月 2 2日付けで原告に対してした

本件各課税期間に係る重加算税の各賦課決定処分

•本件各更正処分等 本件各更正処分及び本件各賦課決定処分

・本件更正の請求 原告の処分行政庁に対する令和 2年8月課税期間の消費税

等に係る更正の請求

•本件通知処分 処分行政庁が令和4年12月23日付けで原告に対してし

た本件更正の請求に対して更正をすべき理由がない旨の

通知処分

•本件各処分 本件各更正処分等及び本件通知処分

以上
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（別紙）

関係法令の定め

第1 消費税法（平成28年号外法律第 15号による改正前のもの）

5 1 ・2条（定義） I項 12号＇

課税仕入れ 事業者が、事業として他の者から資産を該り受け、若しくは借り受

け、又は役務の提供（所得税法第28条第 1項（給与所得）に規定する給与等を対

価とする役務の提供を除く。）．を受けること（当該他の者が事業として当該資産を譲

り渡し、若しくは貸し付け、又は当該役務の提供をしたとした場合に一課税資産の譲

10 渡等に該当することとなるもので、第7条第1項各号に掲げる資産の譲渡等に該当

するもの及び第8条第 1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除される

もの以外のものに限る。）をいう。

2 7条（輸出免税等） 1• 項

事業者（第9条第 1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者

15 を除く。）が国内において行う課税資産の譲渡等のうち、次に掲げるものに該当する

20 

ものについては、消費税を免除する。 ・

1号 本邦からの輸出として行われる資産の譲渡又は貸付け

2~5号略

3 a・o条（仕入れに係る消費税額の控除） 1項

事業者（第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者

を除く。）が、•国内において行う課税仕入れ（特定課税仕入れに該当するものを除く。

以下この条及び第32条から第3.6条までにおいて同じ。）若しくは特定課税仕入

れ又は保税地域から引き取る課税貨物については、次の各号に掲げる場合の区分に

応じ当該各号に定める日の属する課税期間の第45条1項第2号に掲げる課税標準

25 額に対する消費税額（以下この章において「課税標準額に対する消費税額」という。）

から、当該課税期間中に国内において行った課税仕入れに係る消費税額（当該課税

25 



仕入れに係る支払対価の額に11 0分の 7..8を乗じて算出した金額をいう。以下

この章において同じ。）、当該課税期間中に国内において行った特定課税仕入れに係

る消費税額（当該特定課税仕入れに係る支払対価の額に10 0分の7. 8を乗じて

算出した金額をいう。以下この章において同じ。）及び当該課税期間における保税地

5 域からの引取りに係る課税貨物（他の法律又は条約の規定により消贄税が免除され

10 

るものを除く。以下この章において同じ。）につき課された又は課されるべき消費税

額（附帯税の額に相当する額を除く。次項において同じ。）の合計額を控除する。

1 国内において課税仕入れを行った場合 当該課税仕入れを行った13

2~4号略

第2 国税通則法

68条（重加算税） 1項

第65条第 1項（過少申告加算税）の規定に該当する場合（修正申告書の提出が、

その申告に係る国税についての調査があったことにより当該国税について更正があ

15 るべきことを予知してされたものでない場合を除く c) において、納税者がその国

税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、

又は仮装し、その隠蔽し、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していた

ときは、当該納税者に対し、政令で定めるところにより、過少申告加算税の額の計

算の基礎となるべき税額（その税額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮

20 装されていないものに基づくことが明らかであるものがあるときは、当該隠蔽し、

25 

又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した

金額を控除した税額）に係る過少申告加算税に代え、当該基礎となるべき税額に 1

O_O分の 35の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を課する。

以上
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（別紙）

被告が主張する本件各更正処分等に係る課税の根拠及び計・算

1 本件各更正処分の根拠及び適法性

(1) 本件各更正処分の根拠

被告が本訴において主張する原告の本件各課税期間の消費税等に係る課税標準額

及び還付税額等は、次に述べるとおりである。

ア令和2年6月課税期間

（ア） 課税標準額 124・6万 8000円

10 上記金額は、原告が令和 2年8月3i日に処分行政庁に提出した令和 2年 6月課

15 

税期間の確定申告書（以下「令和2年 6月課税期間申告書」という。）に記載され

た金額と同額である。

（イ） 課税標準額に対する消費税額 9 7万25 0 4-円

上記金額は、令和 2年 6月課税期間申告書に記載された金額と同額である。

・ （り） 控除対象仕入税額 4 1 7万 ．7409円

上記金額は、次の aないしcにおいて算出した控除対象仕入税額の合計額である。

なお、原告は、令和2年6月課税期間申告書において、課税資産の譲渡等の対価

の額を 5億o・o_3 2万 51 3 3円と申告し、戸億円を超えていることから、消費税

法3.0条2項1号（個別対応方式）に基づき控除対象仕入税額を算出していた。

20 しかしながら、当該課税資産の譲渡等の対価の額には、令和2年6月分の本件各

輸出金額4億4926万3522円が含まれているところ、本件各輸出金額を原告

の課税資産の該渡等の対価の額に含めることはできない。そうすると、課税資産の

譲渡等の対価の額は、令和2年6月課税期間申告書における金額5{Ii 0. 0 3 2万5

1 3 3円から令和2年6月課税期間の本件各輸出金額4億49・2 6万 35 2 2円を

25 差し引いた 51 0 6万1611円となり、 5億円以下となることから、控除対象仕

入税額は消費税法3.0条1項（全額控除）に基づき算出することとなる。

27 



勺
‘‘
 ・
 

ー

．
 
0 

a 消費税率6・.3バーセント適用分の課税仕入れに係る支払対価の額

に対応する控除対象仕入税額 1万92 4 6円

上記金額は、消費税法30条 1項の規定に基づき算出した消費税率 6.3パ・ーセ

ント適用分（平成24年法律第68号による改正附則 15条。以下同じ。 ）の課税

5 仕入れに係る支払対価の額32万99・4 0円に 10 8分の6. 3を乗じて算出した

金額である (1円未満の端数切り捨て）。

b 消費税率6. 2 4パーセント適用分の課税仕入れに係る支払対価の

額に対応する控除対象仕入税額 5 2 5円

上記金額は、消費税法30条 1項の規定に基づき算出した消費税率6. 2 4パー

・10 セント適用分の課税仕入れに係る支払対価の額90 9 0円に10 8分の 6.2 4を

乗じて算出した金額である (1円未満の端数切り捨て）。

c 消費税率7.8パーセント適用分の課税仕入れに係る支払対価の額

に対応する控除対象仕入税額 4 1 5方7638円

(a) 上記金額は、消費税法30条1項の規定に基づき、後記(b)のと

15 おり算出した消費税率7..8パーセント適用分の課税仕入れに係る支払対価額58

6 3万33 5 7円に 11 0分の 7. 8を乗じて算出した金額である (1円未満の端

数切り捨て）。

(b) なお、原告は、令和 2年6月課税期間申告書において、消費税率

7. 8バーセント適用分の課税仕入れに係る支払対価の額を 5億 91 9 5万296

2o 8円と申告しているところ、当該支払対価に含まれている令和 2年6月分の本件各

仕入取引金額5億33 3 1万96 1 1円を原告の課税仕入れに係る支払対価の額に

含めることはできない。

したがって、消要税率7. 8パーセント適用分の課税仕入れに係る支払対価の額

は、令和2年6月課税期間申告書における金額5億 919 5万29 6.8円から令和

25 2年6月課税期間における本件各仕入取引金額5億 33 3 1万96 1 1円を差し引

いた58,6 3万33 5 7円となる。
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（エ） 控除不足還付税額 • . ・3.2 0万 49 0_5円

上記金額は、次の aないし cにおいて算出した控除不足還付税額の合計額であり、

課税標準額に対する消費税額から控除対象仕入税額を控除してなお~足する額であ

る。

5
 

足還付税額

a 消費税率6.3パーゼント適用分の課税仕入れ等に対応する控除不

1万9246円

10 

上記金額は、前記（り） aの控除対象仕入税額1万9246円から前証只イ）の課税標

準額に対する消費税額のぅち、令和元年 9月30日以前に行われた課税資産の譲渡

等に対応する額0円を差し引いた後の金額である。

b 消費税率6. 2 4パーセント適用分の課税仕入れ等に対応する控除

不足還付税額 5 2 5円

．
 

上記金額は、，前記（り） bの控除対象仕入税額525円から前記（イ）の課税標準額に． 

15 

対する消費税額のうち、消費税率6.2 4パーセンド適用分の課税資産の譲渡等に

対応する額0円を差し引いた後の金額である。

c 消費税率 7. 8パーセント適用分の課税仕入れ等に対応する控除不

足還付税額 3 1 8万5・_1-34円

上記金額は、前記（り）cの控除対象仕入税額415万76 3 8円から前記（イ）の課

税標準額に対する消費税額のうち、消費税率 7.8パーセント適用分の課税、資産の

譲渡等に対応する額97万25Q4円を差し引いた後の金額である。

（オ） 譲渡割額の還付額の基礎となる消費税額（控除不足還付税額）

320万4905円

上記金額は、次の a及びbの各譲渡割額の還付額の基礎となる消費税額の合計額

（前記（エ）の控除不足還付税額と同額。）であり、地方税法（令和元年9月 30日以

前に行われた課税資産の譲渡等課税仕入れに係る控除不足還付税額については、平

25 成24年法律第69号による改正のうち令和元年10月1日施行前のもの。以下同

じ。 ）72条の8.8第2項の規定に基づく譲渡割額の還付額の基礎となる金額であ

20 
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る。
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10 
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．
 ． 

a 消費税率6. 3パーセント適用分の課税仕入れ等に対応する譲渡割

額の還付額の基礎となる消費税額 ・ 1万 9246円

上記金額は、前記（エ）aの控除不足還付税額である。

・b 消費税率6_. 2 4バーセント及び7. 8パーセシト適用分の課税仕

入れ等に対応する譲渡割額の還付額の基礎となる消費税額 3 1 8万 56 5_・9円

上記金額は、前記（エ） b及び同 Cの控除不足還付税額の合計額である。

・（力） 譲渡割額の還付額 ． 90万37 1 2円

上記金額は、次のa及びbにより算出した譲渡割額の還付額の合計額である。

a 消費税率6. 3パーセント適用分の課税仕入れ等に対応する譲渡割

額の還付額 5 1 9 3円．

上記金額は、地方税法72条の88第2項の規定に基づき、前記（オ） aの該渡割額

の還付額の基礎となる消費税額1万92 4 6円に 63分の17を乗じて算出した金

額（地方税法制定附則9条の 7及び通則法12 0条1項の規定により 1円未満の端

25 

ロ 数を切り捨てた後のもの。以下、譲渡割額の還付額について同じ。 ）である。

b 消費税率6.・ ・2 4パーセント及び7.8パーセント適用分の課税仕

入れ等に対応する譲渡割額の還付額 89万85 1 9円

上記金額は、地方税法72条の88第2項の規定に基づき、前記（オ） bの譲渡割額

の還付額の基礎となる消費税額31 8万56 5 9円に 78分の22を乗じて算出し

20 た金額である。

（キ） 消費税等の還付税額の合計額 • 4 1 0万86 1 7円

上記金額は、前記（エ）の控除不足還付税額320万4905円と前記（力）の譲渡割

額の還付額90万 37 1 2円の合計額である c

イ 令和2年7月課税期間

（ア） 課税標準額． 1 6 0 4万2000円

上記金額は、原告が令和2年9月29日に処分行政庁に提出した令和2年7月課
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税期間の確定申告書（以下「令和2年7月課税期間申告書」という。 ）の課税標準

額と同額である。

（イ） 課税標準額に対する消費税額 1 2 5万 12 7 6円

上記金額は、令和 2 年 7 月課税期間申告書に記載された課税標準~に対する消費

5 税額（乙第2号証1枚目）と同額である。

（ウ） 控除対象仕入税額 2 5 5万069 5円

上記金額は、次の'.aないし cにおいて算出した控除対象仕入税額の合計額である。

なお、原告は、令和2年7月課税期間申告書において、課税資産の譲渡等の対価

の額を 7億3o.9 6万8400円と申告し、 5億円を超えていることから、消費税

10 法30条2項1号（個別対応方式）に基づき控除対象仕入税額を算出していた。

しかしながら、当該課税資産の譲渡等の対価の額には、令和 2年 7月分の本件各

． ． ．・ 輸出金額6億92 2 3万 62 7 5円が含まれているところ、本件各輸出金額を原告
• : :.;.. の課税資産の譲渡等の対価の額に含めることはできないため、課税資産の譲渡等の

•••• ．．． ．． • 対価の額は、令和2年7月課税期間申告書における金額 1億30 9・6万 8400円

15 から令和 2年7月課税期間における本件各輸出金額6億92 2 3万6275円を差

し引いた38 7 3万21 2 5円となり、 5億円以下となることから、控除対象仕入

税額は消費税法30条1項（全額控除）に基づき算出することとなる。

a 消費税率6. 3パーセント適用分の課税仕入れに係る支払対価の額

に対応する控除対象仕入税額 1万2820円

20 上記金額は、消費税法30条1項の規定に基づき算出した消費税率6.・. $バーセ

ント適用分の課税仕入れに係る支払対価の額21万97 80円に 10 8分の 6. 3 

を乗じて算出した金額である (1円未満の端数切り捨て）。

.b 消費税率6. 2 4パーセント適用分の課税仕入れに係る支払対価の

額に対応する控除対象仕入税額 ． 7 5 5円
25 上記金額は、消費税法30条1項の規定に基づき算出しfこ消費税率6. 2 4パー

セント遮用分の課税仕入れに係る支払対価の額1万3077円に 1・08分の 6. 2 
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4を乗じて算出した金額である (1円未満の端数切り捨て）。

c 消費税率7. 8バーセント適用分の課税仕入れに係る支払対価の額

に対応する控除対象仕入税額 2・5 3万 71 2 0円

(a) 上記金額は、消費税法30条1項の規定に基づき、後記(b)のと

5 おり算出した消費税率7.8パーセント適用分の課税仕入れに係る支払対価の額3

5 7 7万99 i 0円に 11 0分の 7. 8を乗じて算出した金額である (1円未満の

端数切り捨て）。

(b) なお、原告は、令和2年7月課税期間申告書においてく消費税率

7. 8パーセント適用分の課税仕入れに係る支払対価の額を 7億40 0 1万 088

10 1円と申告しているところ、当該支払対価の額に含まれた令和2年7月分の本件各

仕入取引金額7億04 23万09 7 1円を原告の課税仕入れに係る支払対価の額に

含めることはできない。

したがって、消費税率7. 8パ,._:__セント適用分の課税仕入れに係る支払対価の額

.15 

は、令和 2年7月課税期間申告書における金額 7億4001万08 8 1円から令和

2年7月課税期間における本件各仕入取引金額7億0423万09 7 1円を差し引

いた35 7 7万99 1 0円どなる。

（エ） 控除不足還付税額 1 2 9万94 1 9円

上記金額は、次のaないし cにおいて算出した控除不足還付税額の合計額であり、

課税標準額に対する消費税額から控除対象仕入税額を控除してなお不足する額であ

20 る。

a 消費税率6. 3パーセント適用分の課税仕入れ等に対応する控除不

足還付税額 1万2820円

． 上記金額は、前記（ウ） aの控除対象仕入税額 1万28 _2.0円から前記（イ）の課税標

準額に対する消費税額のうち、令和元年9月30日以前に行われた課税資産の譲渡

25 等に対応する額0円を差し引いた後の金額である。

b 消費税率6. 2 4パーセント適用分の課税仕入れ等に対応する控除
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不足還付税額 .. :7 5 5円

上記金額は、前記（り） bの控除対象仕入税額 75 5円から前記（イ）の課税標準額に

対する消費税額のうち、消費税率6.2 4パーセント適用分の課税資産の譲渡等に

対応する額0円を差し引いた後の金額である。

5 C 消費税率7. 8パーセント適用分の課税仕入れ等に対応する控除不

足還付税額 1 2 8・万 5844円

上記金額は、前記（ウ） Cの控除対象仕入税額2・5 3万71 2 0円から前記（イ）の課

税標準額に対する消費税額のうち、消費税率7.8パーセント適用分の課税資産の

譲渡等に対応する額 12 5万12 7 6円を差し引いた後の金額である。 ・

10 （オ） 譲渡割額の還付額の基礎となる消費税額（控除不足還．＃税額）

1 2 9万94 1 9円

上記金額は、次の a及び b の各譲渡割額の還付額の基礎となる消資~額の合計額

（前記（エ）の控除不足還付税額と同額。）であり、地方税法72条の •8 8第2項の規
• · 1 

定に基づく譲渡割額の還付額の基礎となる金額である。

15 a 消費税率6..3パーセント適用分の課税仕入れ等に対応する譲渡割

額の還付額の基礎となる消費税額 1万 28 2 0円

前記(:r.)aの控除不足還付税額と同額である。

b 消費税率6. 2 4バーセント及び7.,8パーセント適用分の課税仕

入れ等に対応する譲渡割額の還付額の基礎となる消費税額 1 2 8万65 9 9円

2。 前記（エ） b及び同 cの控除不足還付税額の合計額である。
（力） ・譲渡割額の還付額 • 3 6万6.34.5円

上記金額は、次の a及びbにより各々算出した譲渡割額の還付額の合計額である。

a 消費税率6. 3パーセント適用分の課税仕入れ等に対応する譲渡割

額の還付額 3 4 59円

25 上記金額は、地方税法7・2条の 88第2項の規定に基づき、前記（オ）aの譲渡割額
の還付額の基礎となる消費税額1万2820円に 63分の17を乗じて算出した金
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額である。

b 消費税率6. 2 4パーセント及び7. 8パーセント適用分の課税仕

入れ等に対応する譲渡割額の還付額 3 6万2886円

．．．
 

上記金額は、地方税法 72条の8.8第2項の規定に基づき、前記（オ） bの譲渡割額

5 の還付額の基礎となる消費税額12 8万6599円に78分の 22を乗じて算出し

た金額である。

（キ） 消費税等の還付税額の合計額 ~ ． 1 6 6万 57.6 4円

上記金額は、前記（エ）の控除不足還付税額 12.9-万94 1 9円と前記（力）の譲渡割

額の還付額36万63 4 5円の合計額である。・

10 . (2) 本件各更正処分の適法性

被告が本訴において主張する原告の本件各課税期間に係る消費税等の還付税額の

合計額は、前記（l）で述べたとおり、令和2年6月課税期間410万86 1 _7円（前

記(1)ア（キ））、令和 2年7月課税期間 16 6万5・76-4円（前記（1）イ（キ））であると

ころ、これらの金額は、本件各更正処分における消費税等の還付税額の各合計額と

15 いずれも同額であるから、本件各更正処分はいずれも適法である。

2 本件各賦課決定処分の根拠及び適法性

(1) 本件各賦課決定処分の根拠

前記1(2)で述べたとおり、本件各更正処分はいずれも適法であるところ、本件各

更正処分に基づき新たに納付すべき税額については、通則法65条 1項の規定によ

2o り、過少申告加算税が課されることとなる。また、本件においては、同条4項に規

定する「正当な理由があると認められるもの」はない。

そして、原告は、通則法68条1項が規定する事実の仮装に該当する行為に基づ

き納税申告書を提出した。

したがって、本件各更正処分に基づき新たに納付すべき税額については、通則法

25 6 8条1項の規定に基づき、過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額に係

る過少申告加算税に代えて重加算税が課されることとなる。そして、本件各更正処．
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分に伴って賦課される本件各課税期間の消費税等に係る重加算税の額れま、それぞれ

後記ア及びイのとおりである。

ア 令和2年6月課税期間 1 6. 9 6万 8000円

上記金額は、本件各更正処分のうち令和 2年 6月課税期間に係る更~処分により

5 原告が新たに納付すべきこととなる税額484 8万16 0 0円のうち、通則法11 

8条3項の規定により 1万円未満の端数を切り捨てた後の金額48 4 8万円を基礎

として＜•これに同法 68条1項の規定に基づき 1・00分の 35を乗じて算出した金

額である。

10 

イ 令和 2年7月課税期間 2240万 35 0 0円

上記金額は、•本件各更正処分のうち令和 2 年 7 月課税期間に係る更正処分により

原告が新たに納付すべきこととなる税額6401万9000円のうち、通則法11 

8条 3項の規定により 1万円未満の端数を切り捨てた後の金額64 01万円を基礎

として、これに同法68条 1項の規定に基づき 10 0分の 35を乗じて算出した金

額である。

16 (2) 本件各賦課決定処分の適法性

被告が本訴において主張する原告の本件各課税期間の消費税等に係る重加算税の

額は、前記(1)のとおり、それぞれ、令和2年6月課税期間につき 16 96万800

0円（前記(1)ア）、令和 2年7月課税期間につき2-24 0万3500円（前記(1)

イ）であるところ、上記各金額は、本件各賦課決定処分の各額と同額であるから、

2。本件各賦課決定処分はいずれも適法である。
以上
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別表1-1 令和2年6月課税期間の本件各仕入取引金額の内訳

年月 日 ！ :'金 贔記税込み），内容（商品）：円） ； 相手先'. 俯..考

・令和2年6月9日 23,100,000 

令和2年6月9日 6,0-5-0• ,t 000 化粧品

令和2年6月10日 13,266,000 化粧品

令和2年6月12日 21,494,528 化粧品

令和2年6月15日 27,300,000 

令和2年6月16日 20,356,900 化粧品

令和2年6月16日 36,886,600 ・・化粧品

商品仕入高 「令和2年6月17日 100, 800, 000 

令和2年6月17日 25, 889,.0i2. 

令和2年6月21日 i. 15, 382, 9SO 
令和2年6月22日 44,068,820 化粧品

令和2年6月22日 22, 385, 000. 

令和2年6月訟日

］ 
57, ?50,000 

•令和2年6月 24 日 5~, ooo, ooo・ 

令和2年6月24日 28,227, 100 

小計 499, 956, 890 

令和2年6月30日 5,887,539 
コンサル

支払手数料
（令和2年8月6日発行） こ ： ： ント料
ヽ

令和2年6月30日 27,475,182 
ント科

小計 33, 362, 721 

合 計 533, 319, -611 
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別表1-・2 令和2年7月課税期間の本件各仕入取引金額の内訳

年月 日 l金品鴨み） 1I ・内容（商品） 相手先 儲考

令和2年7月1日 i 13,0叫，900.l'ば品
~ -•~ ` 9, • 

令和2年7月2日 I 13, 920, 378 ' 化粧品

令和2年7月213 14,170,560 化粧品

令和2年7月2日 8,719,760 化粧品

令和2年7月3・日 13, 791, 90{) l 化粧品. .、i

令和2年7月3日 10,896,808 化粧品

令和2年7月3日 48,823,8糾 化粧品

令和2年7月4日 28,768,332 化粧品

令和2年7月4日 14,619,100 化粧品

令和2年7月1313 11,414,800 化粧品

令和2年7月13日 16,009,020 化粧品

令和2年7月13日 I 18,841,909 化粧品
令和2年7月13日 ,l 13,664,200 化粧品

令和2年7月14日 1_4; 087, 000 化粧品

令和2年7月14日 9,369,500 

商品仕入高 令和2年7月15日 26,709,722 

令和2年7月15日 5,544,000 化粧品

令和2年7月16日 . n. 335, soo 化粧品
令和2年7月16日 10,-010, 000 I 化粧品

令和2年7月i7日
14,3糾，竺290.仁1化．匡粧品品

令和2年7.月17日 12, 701, 

令和2年7月17日 20, 741, 700. I 化粧品

令和2年7月17日 9,998,100 

．． 

令和2年7月18日 ・ 26, 059, 843 

令和2年7月18日 16;504,800 化粧品

令和2年7月1813 10,316,340 化粧品

令和2年7月19日 14,993..6叩 化粧品

＾ T 和写2 年7月20 a I 1 2.  卑 ， 5 5 0 

化粧品

令 230,200 化粧品

令 4p6,798 仕湛品

令和2年7月20日 I 24,750,260 化粧品
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商品仕入高

小計

支払手数料

小計

発送配達費

小計

合計

年月日
金額・（税込み）
（単位：円）

内容（商品）

令和2年7月20日 ．9,919,900 化粧品

令和2年7月21日 ！ 15,60]二；，了十エ云―
令和2年7月22日ー上＿ど竺□三］三一ここ
令和2年7月22日 I 14,986, oso I 化粧品

令和2年7月3013 100, 800, 000 シャンパン

656,573,875 

令和2年7月30日 10,094,862 
コンサルタ

~. ン~ ト料

令和2年7月30日 37,267.449 I コンサルタント料

47,362,311 

令和2年8月7日発行 卜 294. 585. ． I 、ずンパン．
． 

令和2年7月31日 200 l 手請』求数料書発.行
294,785 

704,230,971 
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別表 1-3 令和2年8月課税期間の本件各仕入取引金額の内訳

年月日 1金額（税抜き）金
（単位：円） j 

l l ¥ . ] ~.' - ~ I 
令和2年8月1日 I 13, s32, ooo ! —-• I r .、f` • 9 99一ゴ ： 

令和2年8月3日 ！ 12,632,364 

□己」
こ内容（商品）

I 
14,665;200 化粧品

13,895ぶ。 l ィ頃品
9,627,390 t 

相手 ．先 偏考

15,071,700 

30,32~.096 

令和2年8月4日
i 

”-- • 、­， 
令和2年8月4日 f 17. 686,000 

15,270,909 

- ···~- --
商品仕入高 令和2年8月5日

- ~ 

令和2年8月5日

令和2年8月5日 ヽ

909L]

ロ270
0

2

一

位

2
7
2
4
-
8
 

，
 

5

0

3

 

1

1

1

 
―15, 226, 497 

…→ヘ

‘ ’ 令和2年8月6日・.I 10,.494, ooo i u. 643,400 I 
令和2年8月6日 " 10, 186,727 | 11,205,400 t 化粧品

I ．こ．・一' .”~ 1 . 

令和2年8月7日」 12,998,591 l 14,298,450 ！ 化粧品.. 

令和2郵月7日［三三一］ロー己：十竺竺一
令和2年8月11日 1 31,467. 738 i 祖，614,512 、 化粧品

小計

支払手数料

l し- Aヽ 計
発送配達費

鸞9ャ更 . 
小計

． 
合 計

239;826, 371 

2,827,215 

263,807:909 

令和2年8月31E
← • ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~. ~ ~ 

令和2年8月•31 日 13,527,650 

16,354,866 

3. 
＂ ~ー・~～ 

14, oov,か” I 支払
mm←- .99"i,  ll」

17,990,351 

令和2年8月31日 483,997 483没97

483,997 岱3,997

256,664,233 282,282,257 
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別表2-1 令和2年6月課税期間の本件各輸出金額の内訳

I 

年月 日 I 金額（円） i内容（商品） ). 相手先 備考
I 

戸
_. ` 50, 543, 232 f シャ・ンバン 乙第54号証93ページ

甲穿58号証の1（注）

100, soo, ooo I シャンパン
売上高

令和2年6月17日 ； 100,800,000. シャンパン 甲負与8号証の3

令和2.年6月26日 1 197. 120,290 化粧品
～ 

合計 449,263,522 

（注） 楕求書の為苔レートによる円換箪額ど本件元帳の売上計上金額が不一致のため、本件元帳の金額を正当額として記載・(lドル＝ 107.5円で換算）．
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別表2-2 令和2年7月課税期間の本件各輸出金額の内訳

年月 日 金額（円） 内容（商品） 相手先 備考

442 化粧品

化粧品

3£り 1a,t益

令和2年7月21日 '89,097,893 化粧品

売上高

令和2年7月22日にi 67. 640.. 330 I化粧品
令和2年7月23日 ， ，340 化粧品

令和2年7月23日 61,426、400 化粧品

令和2年7月29B 100,800,000 

一轡 I 合計 692,236,275 
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別表2-3 令和2年8月課税期間の本件各輸出金額の内訳

年月・日 金額（円） 内容（商品） 相手洗 傭考

令和2年8月6日 82,685,886 

売上高 令和2年8月7日 90,005,661 

ー ・ー"-一-1----―̀
令和2年8月7日 : 91,116,362 甲意8号証のlS 

=---” す ’←U …'99 9. + 

合 計 263,807,909 
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別表3-1ー第1事件に至る経緯（令和2年6月課税期間） （単位：円）
区分

確定申告 l本件各更正処分等 審査請求 審査裁決項目
日

令和3年4月26日i令和4年4月21日年月 日 順号 令和2年8月31日 令和3年3月22日 ， 

I ！課税標準額
i 

① 12,468,000 12,468,000 

消 消費税額 ② 972,504 972,504 

費
控除対象仕

41, 993-, 12_. 7l I ! 税 R 4,177,409 
入 税．額

控除不足還
④ 41,020,623 3,204,905 ，付 税；額 全 棄

塁
渡割額の ! -I 地 付額の

⑤ 41, p20, 623 ・3, 204,905 方 基礎となる
消 消費税額 k し 却
費
税 譲渡割額の

⑥ 11,569,684 903, 712 
； 還 付 額

消費税等の遠付税額のl 
．合計額 ⑦ 52,590,307 4, l08, 617 
（④＋⑥）・・

重加算税の額 ⑧ 16,968,900 
..,, 
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別表3-2 第 1事件に至る経緯（令和2年7月課税期間）

項『------竺 確定申告 本件各更正処分等 審査請求 ！ 審査裁決

年月 日 順号 令和2年9月29日 令和3年3月22日 令和3年4月26日 令和4年4月2i日
: 

課税標準額 ① 16,042,000 16,042,000 

消 消費税額 ② 1,251,276 1,251,276 

費
控除対象仕税
入 税 ・額

③ 52,485,583 2,550,695. 

控除不足還
④ 51,234,307 1,299,419 

付 税 額 全 棄
譲渡割額の 部

地 ； 付額の ⑤ 51,234,307 1,299,419 
取：

方 礎となる 消
消 消費税額 し 却費
税 譲渡割額の ． ⑥ 14,-450,545 366,345 
遠・付額

消費税等の遠付税額の
合計額 ⑦ 65,684.852 1,665, 764 
・（④＋⑥）

" 

重加算税の額 ⑧ 22,403,500 
... 

（単位：円）

心
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笥2事件に至る経屯（令和2年8月課税期間）
区分 l 確定申告 l 更正の諸求 通知処分 審査請求

（単位：円）
~ ~.. 
審査裁決

項目
、一
l ， 課税標準額

令和2年10月29日 1 令和牡詞月21日 ！令和4年12月23日’令和5年2月20日i令和6年1月17日

.i ① 11,190,000 1.1, 190,000 

消
費
税

消費税額
,`.,．＂鴫ー．

控除対象仕
入税額

ヽ▼ヽつ一 -

控除不足還
付税額

②
 

872,820 872,820 

③ 

地
方
消
費
税

譲渡割額の
還付額の
基礎となる
消費税額

④

」

R

.̀
,
i
 

1,712,926 

9
,
'
.
心
`
:
'

-9
9

6

6

 

0

0

 

l

1

 

9

9

 

0

0

 

4

4

 

8

.

8

 

21;694,984 

20,822,164 

i 

｀ 
20,822,164 

9

→
f
‘
•
:
;
~
:
：

.;
~
•I
・
―

全
部
取
消
し

棄

却

譲渡割額の
還付額 ⑥

 

更
正
を
す
べ
き
理
由
が

ー
な
い
旨
の
通
知
処
分

233,463 . 5,869,428 

消費税等の還付税額の
．．合計額
（④＋⑥） 

⑦
 

い
ー
＂
』

！ 
1,073,569' 

. i 
26,691,592 
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